
学校給食費に係る取り扱いについて

１　返金対象の起算日

　・　欠食期間及び返金対象期間の起算日は、欠食届の提出（連絡）があった日の翌日です。

　　ただし、あらかじめ欠食届の提出があった場合は、届け出により指定した日を起算日とします。

２　欠食期間について

　・　欠食届の提出（連絡）があった日の翌日から連続５日以上欠食する場合を欠食期間とします。

３　返金対象期間について

　・　欠食届の提出（連絡）があった日の翌日を起算日とし、欠食期間の３日目以降を返金の対象期間とします。

　　（欠食届から４日目以降）
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